[bookmark: _GoBack]多治見市地域公共交通運転士雇用支援補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、多治見市補助金等交付規則（平成８年規則第14号）第20条の規定に基づき、地域公共交通運転士雇用支援補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
２　補助金は、重要な社会インフラである公共交通の運行事業者における運転士の雇用を支援することにより、市民生活の安定に資することを目的として交付する。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(１)　一般乗合旅客自動車運送事業　道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。
(２)　路線定期運行　道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号）第３条の３第１号に規定する路線定期運行をいう。
(３)　区域運行　道路運送法施行規則第３条の３第３号に規定する区域運行をいう。
(４)　一般乗用旅客自動車運送事業　道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
（補助対象事業者）
第３条　補助金の交付対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(１)　次のいずれかに該当すること。
ア　一般乗合旅客自動車運送事業を行っており、路線定期運行又は区域運行を行っていること。
イ　一般乗用旅客自動車運送事業を行っていること。
(２)　市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していないこと（市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める場合を含む。）。
(３)　多治見市暴力団排除条例（平成24年条例第26号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員等でないこと。
（補助対象事業）
第４条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象事業者がその従業員に祝い金を支給する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(１)　一般乗合旅客自動車運送事業の路線定期運行若しくは区域運行又は一般乗用旅客自動車運送事業に運転士として従事させるために採用した従業員（当該採用のときにおいて当該運転士として必要な免許を保有している者に限り、令和８年３月31日以前に採用した者を含み、過去に同一の補助対象事業者の従業員であった者を除く。）に対し、当該採用に係る祝い金を支給する事業であること。
(２)　令和８年４月１日から令和９年２月15日までに祝い金を支給するものであること。
(３)　補助対象事業者を退職した場合において、既に支給した祝い金を返還させる条件を付していないものであること。
（補助金の額）
第５条　補助金の額は、補助対象事業として支給した祝い金の額（一の従業員あたり10万円を上限とする。）の合計額（当該相当する額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、当該端数又はその全額を切り捨てる。）とする。
２　補助金の交付総額は、予算で定める額以下とする。
（交付申請）
第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、地域公共交通運転士雇用支援補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(１)　祝い金の支払いを証する書類
(２)　その他市長が必要と認める書類
２　前項の規定による申請の期限は、令和９年２月28日とする。
（交付決定）
第７条　市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、地域公共交通運転士雇用支援補助金交付決定通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するものとする。
（交付請求）
第８条　前条の規定による交付決定の通知を受けた申請者は、令和９年２月28日までに市長に対し、地域公共交通運転士雇用支援補助金交付請求書（別記様式第３号）により、補助金の交付を請求するものとする。
（補助金の交付）
第９条　市長は、前条の規定による適正な請求を受けた日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
（報告及び立入調査）
第10条　市長は、補助金の交付の適正を図るため、必要に応じて補助金の交付を受け者に対し報告を求め、又は立入調査を行うことができる。
（交付決定の取消し等）
第11条　市長は、第７条の規定による交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(１)　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(２)　その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
２　前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、当該取り消された補助金の返還を命ずるものとする。
（書類、帳簿等の保存期間）
第12条　補助金に関する書類、帳簿等の保存期間は、当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度以後５年間とする。
（委任）
第13条　補助金の交付に関しこの要綱及び多治見市補助金等交付要綱（平成８年告示第29号）に定めのない事項については、市長が別に定める。
附　則
１　この要綱は、告示の日から施行する。
２　多治見市補助金等交付要綱の一部を次のように改正する。
別表第１　２　総務の款に次のように加える。
	10　地域公共交通支援事業

	
	１　地域公共交通支援事業

	
	
	１　地域公共交通支援事業

	
	
	
	１　地域公共交通運転士雇用支援事業
	市の地域公共交通運転士雇用支援補助金交付要綱による。
	要綱による。
	要綱による。
	要綱による。
	


別表第４　２　総務の款に次のように加える。
	10
	地域公共交通支援事業
	１
	地域公共交通支援事業
	１
	地域公共交通支援事業
	１
	地域公共交通運転士雇用支援事業





別記様式第１号（第６条関係）
　　　年　　　月　　　日
多治見市長
申請者　所在地（住所）
名称
代表者名（氏名）	（※）
(※)記名押印をしてください（代表者本人が自署するときを除く）
電話番号

地域公共交通運転士雇用支援補助金交付申請書

地域公共交通運転士雇用支援補助金の交付を受けたいので、多治見市地域公共交通運転士雇用支援補助金交付要綱第６条第１項の規定により、申請します。
また、同要綱第３条第２号に掲げる市税等の納付状況を担当課に確認することに同意します。

１　補助金交付申請額と内訳
	補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	内訳

	対象者氏名
	採用年月日
	支給額
	申請額

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円


※申請額には、対象者に係る申請額を記載すること。ただし、支給額又は10万円のいずれか低い額とする。

２　添付書類
(１)　祝い金の支払いを証する書類
(２)　その他市長が必要と認める書類

別記様式第２号（第７条関係）
　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　様
　　多治見市長　　　　　　　　　　印

地域公共交通運転士雇用支援補助金交付決定通知書

　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった地域公共交通運転士雇用支援補助金について、次のとおり交付することに決定したので、多治見市地域公共交通運転士雇用支援補助金交付第７条の規定により、通知します。

	補助指令番号
	
多治見市指令　　第　　　　　　　　　　　号


	支援金交付決定額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円





別記様式第３号（第８条関係）

　　　年　　　月　　　日
多治見市長
申請者　所在地（住所）
名称
代表者名（氏名）	（※）
(※)記名押印をしてください（代表者本人が自署するときを除く）
電話番号

地域公共交通運転士雇用支援補助金交付請求書

　　　年　　　月　　　日付け多治見市指令　　第　　　号で交付決定を受けた地域公共交通運転士雇用支援補助金について、多治見市地域公共交通運転士雇用支援補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり請求します。

１　補助金交付決定額
	円



２　補助金振込先
	金融機関名
	

	支店名
	

	口座種別
	普　通　・　当　座

	口座番号
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	





